
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第６８号 

長与町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例 

令和５年１２月５日 

長与町長 吉 田 愼 一 

提案理由 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の一部改正に準拠し、

所要の改正を行うもの。 

 

上記議案を提出します。 



 

   長与町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

 長与町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平

成２６年条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

 第１５条第１項第２号中「同条第１１項」を「同条第１０項」に改める。 

 第３６条第３項中「第６条第２項中」の次に「「特定教育・保育施設（認定こども園又は

幼稚園に限る。以下この項において同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特別利用保

育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。）」と、」を加える。 

  附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


	20231120_68.長与町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める一部を改正する条例 (2).docx

